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はじめに 
本市は、南アルプスから駿河湾に至る緑豊かな森林、安倍川に代表さ

れる清流、そして駿河湾の豊かな恵みを受け、先人たちの歴史・文化を

受け継ぎながら、市民の活力のもと発展してまいりました。 

 本市の最北に位置する南アルプスは、静岡、山梨、長野の３県 10市町

村に跨がり、3,000m級の山々を有する日本有数の山岳地帯として、豊か

な自然環境を育み、その恵みを井川地域のみならず、すべての市民に与

える、自然・人・文化・経済の源です。 

 平成 26年６月、南アルプスの自然環境と、共に歩んできた地域の歴史・

文化などが世界に認められ、ユネスコエコパークに登録されました。こ

の登録により、本市に新たな宝が生まれたと同時に、世界レベルの自然

環境とそこで育まれた地域資源のすばらしさ・価値を将来に受け継いで

いく責務を担うことになりました。 

南アルプス、井川地域の自然が市民の豊かな心を育み、自然がもたら

す恵みに感謝することで、人と自然が共に歩むことのできる持続的な地

域社会の発展を目指していきます。 

静岡市長 

 

 

計画の趣旨 

ユネスコエコパークの登録地域では、将来にわたって豊かな自然環境

を守り、その自然と調和した地域社会の持続的な発展のため、自然環境

の保全、調査・教育、地域の活性化を推進する計画を策定し、それを推

進する組織体制の構築が求められます。 

本計画は、関係 10市町村で進める南アルプス全体の理念を踏まえつつ、

本市が目指す南アルプスユネスコエコパークのあり方と施策の方向性を

示すものです。 

具体的な事業については、本計画に基づいた実施計画書に事業内容、

成果指標、スケジュール等をまとめ進捗管理していきます。 
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